
　世界禁煙デーは、禁煙を推進するために世界保健機
関（ＷＨＯ）が制定しています。2018年７月、健康増
進法の一部を改正する法律が成立し、2020年４月１
日から全面施行されました。受動喫煙対策は、望まな
い受動喫煙にさらされてしまうという問題を解決する
ための取り組みです。改正法によって、それがマナー
からルールになり、守られない場合は罰則の規定も設
けられました。一人一人が受動喫煙について考える日
にしましょう。

＊ タバコを吸わない人は、タバコの煙に対する感受性が高く、煙を吸うと少しの量でも大きな健康影響を受ける
という研究もあります。

〈飲食店などのルールが変わりました〉

 出典：厚生労働省なくそう！望まない受動喫煙。ホームページ　

毎年５月31日は 世界禁煙デーです

年間１万５千人が、これらの疾患で死亡。受動喫煙
を受けなければ、死亡せずに済んだと考えられる。
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〈改正法のポイント〉
▷ 目的は「望まない受動喫煙による健康被害をなく
す」ため
▷ 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等
に配慮
▷施設の類型・場所ごとに対策を実施
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